
◆2006 年 9 月議会 一般質問 

日本共産党の谷藤利子です。通告の順に従いまして一般質問をいたします。 

    まずまずまずまず、、、、介護保険介護保険介護保険介護保険サービスサービスサービスサービスのありのありのありのあり方方方方についてですについてですについてですについてです。。。。    

 介護予防の名のもとに、要支援１、２と要介護１の軽度認定を受けた高齢者は、ことしの４月から

原則として電動車いすと介護ベッドの利用が保険給付の対象外になりました。従来からの利用者

には９月までの経過措置がありますが、その期限も間もなく終わります。介護ベッド、あるいは電動

車いすがあるから、ひとり暮らしでも何とか生きていけるという方々から、余りにも冷たいのではな

いかという声が起きています。電動車いすを利用できなくなる人は、全国では 11 万人、介護ベッド

は 27 万人いるということです。どうしても必要ならば自費で購入するか、レンタルしなければなりま

せん。介護現場では、経過措置が終わるのを前に一律に用具を回収する事態が起きるなど、混乱

や不安の声が起きています。これらに対して厚生労働省は、軽度であっても、地域の実情に応じた

裁量で介護保険サービスとして利用できるとして、８月 14 日付で、軽度者への機械的な給付の抑

制をしないよう、都道府県の担当者あてに事務連絡を出しています。 

 そこで伺いますが、まず市川市では、この軽度者、要支援１、２と要介護１と認定され給付を受け

ている人数、そして、そのうち福祉用具の貸与から外れる人数はどれくらいになりますか。その

方々の現状をどのように把握されているのでしょうか。 

 ２点目として、介護認定調査員、介護支援専門員、福祉用具事業者、あるいは認定審査におけ

る審査経過において、一律な取り上げをしないよう、実態に応じた対応をするよう、市川市としては

どのように徹底をしているのでしょうか。 

 ３点目として、市独自の施策については検討はしているのでしょうか、お聞かせください。 

        

次次次次はははは、、、、公立保育園民営化公立保育園民営化公立保育園民営化公立保育園民営化のののの検討内容検討内容検討内容検討内容とととと関係者関係者関係者関係者とのとのとのとの協議協議協議協議についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    

 昨年の４月から行徳第二保育園と市川保育園を民間委託に切りかえ、新たに欠真間保育園、市

川南保育園、宮久保保育園を平成 20 年度から委託に切りかえたいと、保護者説明会や職員組合

との話し合いが進められています。委託を予定している宮久保、市川南、欠真間３園のうち、私の

地元の欠真間保育園の第１回保護者説明会の議事録を読ませていただきました。また、先日、９

月 16 日に行われた第２回説明会には、近くでもありますので、同席をさせていただき、保護者の生

の声を聞かせていただきました。率直に言って、保護者の声は大変説得力のあるものでした。 

 議事録や生の声を幾つか紹介しますと、子育て支援の拡充、これには異論はない。だからといっ

て、コスト削減のために、どうして既設の保育園を民営化しなければならないのか。なぜ私たち、自

分たちが犠牲にならなければいけないのか。また、この保育園を選んだのは長年の実績と経験が

あるから。保育園は人、子供が育つ場所。行革と言うのならば、むだを省くためと言うのならば、ほ

かに省くところはないのか。ほかになくなって、最後に考えてほしい。あるいは、この方針は決定な

のか。前回の説明では、理解が得られないまま勝手にはやらないと言ったけれども、白紙もあり得

るのかといったような声が大変印象に残りました。 

 市川市の保育基本計画では、「今後さらに多様化する保育需要に対応していくための方法として、

既設公立保育園の民間委託を実施、新規の子育て支援事業の実施や既存事業の拡大のための

人材を確保し、総合的な子育て支援を進めるため」とありますが、保護者も言っておりますように、

新たな子育て支援の拡充自体に異論を言う人はだれもいないと考えています。しかし、だからとい

って、それと引きかえに、生身の子供、保育士、保護者で培ってきた既設保育園を途中から総入れ



かえをすること自体、子育て支援の拡充とは言えないのではないでしょうか。それまで行われてい

た保育に信頼を寄せている保護者や子供たち、そして保育士に多大な不安要因、リスクを強いる

ことになると、率直に表明をするべきではないでしょうか。まず、その点の基本的な認識をお聞かせ

ください。 

 さらには、事務方の仕事も、保護者へのたび重なる説明、指定管理者制度を導入するに当たっ

ての多くの手続も必要となるでしょう。そういうさまざまな仕事を、私の言葉で言わせていただけれ

ば、犠牲を払ってまでも委託を強行するのは、あくまでも職員の削減、人件費削減の行革の目的

がある、このような説明がされておりました。この委託によって、どれだけの財政的効果を見込んで

いるのか。そのための保育現場の痛みを考えれば、保護者が言う、もっと優先的に考えるべきむ

だの削減があるのではないかという声にどのように答えますか。また、職員組合や保護者からの

問題提起の特徴、それに対応する市としての基本的な姿勢についてお聞かせください。 

        

最後最後最後最後にににに、、、、富美浜地域富美浜地域富美浜地域富美浜地域ふれあいふれあいふれあいふれあい館館館館のののの施設改善施設改善施設改善施設改善についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    

 こども部の管轄の青少年館を市民生活部管轄の地域ふれあい館にするに当たって、施設の改

善をして利用料を設定することになりました。鉄道の高架下で、もともと本格的な施設となっていな

いこともありますが、築 30 年、あるいは 40 年もたって大変老朽化が目立ちます。施設の改善に当

たっては、安全面と同時に清潔感、使い勝手などが配慮されているかと思いますが、幾つかの箇

所について市民の方からご指摘がありました。その中で富美浜地域ふれあい館の施設改善につ

いて、修繕の現況、見通しはどうなっているのか。特に多目的ホールの床、カーテンなどの改善の

見通しについて伺います。 

 

 

 福祉部長。 

〔髙久 悟福祉部長登壇〕 

介護保険サービスのあり方についてのご質問にお答えをいたします。 

 介護保険法が平成 12 年４月から施行され、６年が経過いたしました。この間、福祉用具のレンタ

ルにつきましては、当初、要支援の方から要介護５の方まで、すべての要介護認定者が利用する

ことができましたために、本市においても、この６年間で福祉用具貸与の件数、また費用額は約５

倍弱、4.6 倍に増加しております。また、平成 18 年６月の福祉用具貸与の件数でも、車いすと特殊

寝台――これは附属品も含みますけれども、こういった方々の割合は 87％と、福祉用具の中の大

半を占めております。今回の改正で本市の福祉用具の貸与から外れる方は何人ぐらいいるかとい

うことでございますけれども、全体で 3,443 人いる中の 614 人を見込んでおります。約 18％程度に

なります。 

 また、今回の改正に至る経緯でございますけれども、国におきましては、平成 17 年の８月に社会

保障審議会介護保険給付費分科会からの中間報告がございまして、その中で、福祉用具は、利

用者自身が日常生活の中で確実にこれを使いこなすことで自立支援や尊厳の保持につながるも

のであること。現状では合わない用具を使用することにより本人の自立を妨げ、かえって状態の悪

化につながっているケースも見られる。また、費用の伸びが著しく、品目においては価格の高どま

りをしている等々の指摘を受けまして、特に介護予防の視点から、ことし４月の見直しが行われた

ところでございます。福祉用具のレンタルの主な改正内容としては、１つに、車いすにつきましては、



本来、歩けない人や長時間歩くことが困難な方々が利用する用具ですので、要介護２から５の方

が給付対象となったところです。また、２点目の特殊寝台につきましても、起き上がり等の動作を補

助するもので、要介護者の自立を支援するとともに、介護者が無理な姿勢で介助を行って体を痛

める、こういった危険性を避けるために使用される福祉用具でございます。これも要介護２から５の

方へのレンタルのみが給付対象になったところでございます。ただし、現在、６カ月間の経過措置

が９月末までとられているところでございます。 

 そこでお尋ねの、今後、市として、影響をどのように把握しているか等の問題でございますけれど

も、まず、本年４月からの制度改正に合わせまして、本市においても利用者への周知、またケアマ

ネジャーや福祉用具貸与事業者の皆様が適切な運用が図れるよう、調査や協議を重ねてきたとこ

ろでございます。 

 ２点ほどございますが、まず１点目としまして、市内４カ所で行われておりますケアマネジャーの

情報交換や事例研究の場としまして、地域ケア会議というのがございます。この会議において、ケ

アマネジャーに対しまして福祉用具の使い方の状況、また、こういった利用実態についての意見を

伺いました。また、福祉用具をレンタル利用している市民の方々にも、これはサンプル調査でござ

いますけれども、電話等で現状と今後の対応をどうされるかといったことを伺ったところでございま

す。また、２点目に、福祉用具の貸与事業者に対しましては、特に特殊寝台につきまして、もし自費

となった場合、事業者としてどのような対応がとれるのかといった点等について調査をしたところで

ございます。その結果、３つの方法が示されております。１つには、特殊寝台を使用権購入により

貸し出しをする。２つ目には、月 3,000 円から 5,000 円のレンタル料で貸し出す。３点目に、リサイク

ルした特殊寝台を３万円から７万円の安い金額で販売する等々の提示がございました。そこで市と

しては、これら事業所別のリース、レンタル、販売価格等の情報をまとめた上、地域ケア会議にお

いて、保険給付にかわる代替案として情報提供し、活用を依頼したところでございます。 

 次に、軽度者からの一律的な取り上げにならないかということでございますけれども、車いすにつ

きましては、要支援１、２、また要介護１の方でも、利用者本人を交えたサービス担当者会議という

のがございますが、この中で適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャーが効果が期待できるも

のと判断した場合に関しては継続して貸与することが可能ですので、この旨を周知しております。

また、特殊寝台につきましても、介護認定の調査項目の中で、起き上がりや寝返りという項目でで

きないと判断された場合については特殊寝台のレンタルが可能でございます。 

 そこで市といたしましては、ケアマネジャーに対しまして、間もなく経過措置が終了する該当の

方々が 10 月以降の生活に支障を来さないよう、２点について周知し、配慮を求めたところでござい

ます。まず１点目は、福祉用具のレンタルが真にやむを得ない、また必要であると判断された方に

ついては、軽度者をもって機械的、一律に当該福祉用具を回収することのないよう留意すること。２

点目に、貸与の経過措置が終了する場合にあっても、ケアマネジメント担当者は必要に応じて利

用者の希望を踏まえ、幅広い観点から代替的な方法について助言するよう努めること等々につい

て、地域ケア会議でケアマネジャーに周知徹底を図ったところでございます。さらに、この地域ケア

会議で提供したレンタル事業者の価格表等の資料につきましては、市川市のホームページに掲載

し、幅広い情報提供を図っているところでございます。 

 また、市の独自の施策云々ということでございますけれども、今回の改正に伴う福祉用具への影

響は少なくないと考えております。市としても、今後も福祉用具貸与事業者、またケアマネジャー等

と十分連携をし、制度改正の内容を踏まえまして、これらの３者が制度に沿ったよりよい運用がで



きるよう検討を重ね、また、利用者の十分な周知と理解を得て新制度への円滑な移行が図れるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

 

こども部長。 

〔髙橋憲秀こども部長登壇〕 

保育行政に関するご質問にお答えいたします。 

 公立保育園の民営化に関しましては、ご案内のとおり、保育基本計画及びその後策定いたしまし

た保育計画に基づき、多様な保育サービスの充実を図るため、必要な人材を確保する目的で５園

の民営化を予定し、平成 17 年４月から市川保育園及び行徳第二保育園の２園について、その管

理運営を社会福祉法人にゆだねました。今回は平成 20 年４月を目途に、残り３園の管理運営を同

様に民間にゆだねるもので、宮久保保育園、市川南保育園及び欠真間保育園を対象としておりま

す。保育園の民営化によって生まれる人材は、さらなる子育て支援の充実を図るため、年々需要

が拡大するすこやか応援隊、一時保育及び障害児保育の充実に充ててまいります。 

 そこで、既存の保育園を総入れかえすることが子育て支援の拡充となるのかとのご質問でござい

ます。保育園民営化の手法は、先行２園と同様に指定管理者制度を用いる予定です。ご案内のと

おり、指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに対応するために、民間事業者の有するノウハ

ウを活用するという考えのもと、管理の受託主体を法律上制限することとせずに、指定の取り消し

や業務の停止命令等の必要な仕組みを整えた上でその適正な管理を確保しつつ、住民サービス

の質の向上にも寄与していくという制度です。保育園を指定管理者制度で行うに際し、現在の保育

園の保育の質を落とすことがあってはならないことはもちろんでありますが、このことについては市

川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例においても、指定の基準の中で、「指

定施設について、市が管理する場合に提供するサービスと同等以上のサービスを提供することが

できること」と規定されており、法的な担保もなされております。先行２園の民営化に際しましても、

保護者の皆様方からは、保育の質の低下、保育士が変わることによる子供への影響等、さまざま

な不安の声をいただきましたが、１つ１つの保護者の方々の不安に対し数多くの話し合いを重ね、

誠実に対応していく中でご理解をいただいたところであります。そして、民営化１年後の年間検証

の際、アンケートにご協力いただきました多くの保護者の皆様から、現在の保育内容について「満

足」もしくは「おおむね満足している」とのご回答をいただいております。このように、指定管理者制

度を用いることにより公立保育園の保育サービスを何ら落とすことなく、民営化によって生まれる

経験豊かな保育士の新たな活用は、本市における子育て支援のさらなる充実に資するものと考え

ます。 

 続きまして、保育園の民営化に関する財政的効果についてお答えいたします。このことについて

保育園の運営経費で見てみますと、公立保育園を直営とする場合の主な経費は人件費であり、指

定管理者制度を用いて管理運営を行う場合の経費は指定管理料となります。ちなみに平成 17 年

度に民営化いたしました先行２園を見てみますと、直営時の経費と比較し、予算ベースでは２園で

約 6,000 万円の減となっております。また、園児１人当たりに要する経費を平成 17 年度決算ベース

で見てみますと、直営 24 園の場合の園児１人当たりの経費は月額 13 万 7,828 円、指定管理者制

度の４園では月額 10 万 8,473 円で、双方を比較しますと、指定管理者制度で行う園の方が月額２



万 9,355 円安くなっております。今回の３園につきましては、詳細な試算はいたしておりませんが、

仮に園児１人当たりの月額経費の差を 17 年度決算ベースでの差２万 9,000 円と仮定し、３園にお

ける各月の園児数が定員どおり 330 名だと仮定しますと、３園合わせた年間ベースでの差額は２

万 9,000 円掛ける 330 人掛ける 12 カ月、イコール１億 1,484 万円となりますので、この計算により

ますと約１億円の財政効果となります。 

 次に、保護者、職員組合からの問題提起とその対応についてですが、今回民営化する３園の保

護者の皆様に対しましては、それぞれ２回の説明会を実施いたしました。保護者の皆様の主な不

満、不安は、なぜ自分たちの園なのか、保育の質が下がらないのか、子供たちは対応できるのか

というものであり、今後、こういった意見に対しまして、２園を民営化した当時の園長や保護者の皆

様の意見を聞く場を設定するなど、理解を求めてまいりたいと考えております。また、市川市の子

育て支援と市川市の行政改革の内容について詳しく知り、理解したいとの要望もございますので、

次回の保護者説明会では、それぞれの全体像をパワーポイントなどを用いてわかりやすく説明し

てまいります。 

 次に、職員組合でございますが、職員組合とは、これまでに３回の交渉を行っております。職員組

合からの主な指摘は、短期間で 10 園もの保育園整備と民営化の同時進行で職員の過重負担とな

らないのか。横浜地裁が民営化の違法判断を下し、計画当初と違う情勢がある中でなぜ行うのか。

計画当初とサービスの充実策が変化しているが、一時保育を吸収型で行うことに問題はないのか

などであります。職員組合とは今後も協議を継続し、理解を求めてまいります。 

 以上でございます。 

 

 

市民生活部長。 

〔大谷英世市民生活部長登壇〕 

市政一般について、富美浜地域ふれあい館の施設改善についてお答えいたします。 

 地域ふれあい館は、長年、青少年館として運営してまいりましたが、館の一部をこの７月に改修し、

８月より地域ふれあい館として新たにオープンしたところであります。地域ふれあい館は、従来の

施設利用とは異なり、広く市民がいつでも気軽に利用できる触れ合いの場として、また各種サーク

ル活動や講習、イベントの会場として、地域の方々の地域活動の場としての役割を担える施設にし

たいと考えているところでございます。地域ふれあい館の設置場所はＪＲ総武線、武蔵野線、東西

線の高架下を中心に全部で 13 館あり、昭和 48 年４月に総武線高架下の鬼越、鬼高青少年館を開

設したのを初めとして、その後、順次開設し、富美浜地域ふれあい館につきましては、東西線の高

架下を利用し、昭和 54 年４月に青少年館として開設し、27 年が経過した施設であります。 

 そこで社会情勢の変化に伴い、青少年館としてのあり方、あるいは運営管理を検討する段階で、

今まで利用していた市民の方や団体及び管理人に対し、平成 17 年 11 月からアンケートの調査や

意見交換会等を実施し、施設改善等に関する要望、意見を求めてきたところであります。その後、

青少年館は地域ふれあい館として名称が変更され、施設の所管も変更となったわけであります。

平成 17 年 11 月のアンケートの段階では、富美浜地域ふれあい館に関しましては、トイレを和式か

ら洋式にしてもらいたい、エアコンの増設をしてもらいたい、畳やふすまの張りかえ、壁クロスの張

りかえ、外壁、屋根の補修、床の改修、カーテンの取りかえ等の要望がなされております。施設改

善につきましては、要望等に基づき現地の調査をした中で、それぞれの状態を踏まえまして優先



順位をつけ、オープン前の本年７月にトイレの洋式化、多目的ホールの床の一部補修と敷戸の補

修、和室の畳の表がえ、ふすまの張りかえ、壁クロスの張りかえ、外壁、屋根の改修等、補修をし

たところであります。地域ふれあい館は開館以来１カ月が経過したところでありますが、実際に運

営していく中で、ほかのふれあい館も含めまして、新たに施設改修の意見や要望が出されておりま

す。 

 また一方、地域ふれあい館の利用状況は、８月１カ月の１館当たりで平均 32 団体、440 名が利用

され、これを昨年の同月と比較しますと、団体数で 1.6 倍、利用人数で約 1.3 倍の増となっておりま

す。これは施設の改修が済んだこと、管理が充実したこと、また、広報、ホームページ等でのＰＲの

効果によるものと考えております。地域ふれあい館をさらにより利用しやすい館にするためには、

施設面での充実は重要であると考えておりますので、利用者の要望も踏まえまして検討してまいり

たいというふうに考えております。今後も地域の方々がもっと気軽に気持ちよく利用できるよう、ま

た地域の施設として、より活用できるような環境の整備、施設運営の充実を図っていき、利用率の

向上に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

  

 

 

谷藤利子議員。 

それぞれご答弁ありがとうございました。それでは、順次再質問をさせていただきます。 

    まずまずまずまず、、、、介護保険介護保険介護保険介護保険サービスサービスサービスサービスのありのありのありのあり方方方方についてですについてですについてですについてです。。。。 

軽度者へと認定が変更になる件数、福祉用具が使えなくなる実態の把握についてなんですが、千

葉県内の昨年の特殊寝台などのレンタル件数は約 45 万件で、そのうち 15 万件が軽度者で対象外

になるということなんですが、市川市では、今、ご答弁いただきました中では、3,400 人が要介護１と

要支援１、２ですね。そのうち 614 人が利用している方ですよということなのかと思います。その中

で全員が対象外ということになってしまうのかどうか。現状として、その辺について詳しくは把握さ

れていないということなのでしょうか。もう１点、その辺確認をしたいと思います。現状がどうなって

いるかというところを、事業者だけではなく、自治体としてもつかむということがまず大事ではないか

というふうに思います。 

 具体的な例なんですが、要支援になった千葉市のある男性の方なんですが、右半身が完全に麻

痺をして、体を起こすのに自分では起きれないので電動ベッドが必要である。体が起きてからも、

手すりにつかまらないと向きを変えることもできない。そして、ベッドの高さを調節して、足をきちん

と畳にそろえないと１人で立つこともできない。そういう状態でも要支援という認定でベッドが使えな

くなってしまうという実態があるわけです。それから、介護度１になった男性なんですが、両足が切

断されてしまって車いすを利用している。この方も要介護１ということで、車いすが厳しい。それから、

私に具体的に相談があった要介護１のパーキンソン病の男性ですが、やはりひとり暮らしなんです

が、電動ベッドがあるから起き上がれるということで、そういう方々でさえも外れてしまうという実態

が現実にはあるわけですから、大変深刻なわけです。一律の取り上げをしないように事業者には

徹底しているということですが、その辺の実態。 

 それから、先ほどのご答弁でも保険給付にかわる代替措置案を説明しているということなんです

が、その説明の前に、必要とする方がきちんと利用が継続できるような徹底と現状把握、この辺が



やはり必要だと思いますので、現状把握についてきちんとしていただきたいということをひとつもう１

度ご答弁いただきたいと思います。 

 それから、２点目の一律な取り上げをしないような徹底なんですが、要介護１、要支援１、２と認定

されても必要とする場合には使いますよ、そういう基準がありますよというご答弁を先ほどいただき

ました。基準があるにもかかわらず、徹底されていないから、厚生労働省があえて事務連絡を８月

に出したわけですよね。その辺については地域ケア会議でケアマネジャーさんに周知しているんで

すという先ほどのご答弁だったと思いますが、使える基準、これがなかなかわかりづらいんだと思

うんです。介護認定調査員、ケアマネジャーさんも、その基準をきちんと理解して継続できるような

手だてがとり切れないでいるのではないかなと思うんです。車いすの場合には、日常的に歩行が

困難な場合、日常生活範囲における移動が困難な場合、電動ベッドの場合には、日常的に起き上

がりが困難な場合、日常的に寝返りが困難な場合、そういう基準なんですが、日常的という範囲

――病院や買い物など、毎日の生活に必要な、最低１人で生活できるという、この必要なことがで

きるか、できないかという基準なんだということなんですが、単純に１歩でも２歩でも歩ければ、歩け

ますと当事者は答えてしまう、そういう傾向があるというわけですよ。ですから、そうじゃなくて、日

常的に１人で生活ができるかどうかという基準なんだよということを、調査する方、ケアマネジャー

さん、そこにきちんと徹底をして、日常生活で自立できるように必要な支援をお願いすると、そうい

う徹底なんですね。基準をきちんと理解して、当事者に聞かれたときに、調査員に答える基準をき

ちんと徹底するということ。その辺についての徹底を事業者さんにしていただきたいんです。その辺

についてお聞かせいただきたい。 

 それから、サービス担当者会議などを通じて、適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判

断できるということですよね。要するに要支援１、２、介護度１ということであっても、ケアマネジャー

さん、担当者会議の中で審査のし直しをしなくてもできるという、その辺の経過についてわかりやす

くご説明ください。 

 それから、要支援１、２、要介護１という認定をされてしまうから、いろいろ混乱が来るわけで、そ

の前に、きちんと現状に合った認定審査をされることがまず大事なのではないかなと思うんですが、

今回の法改定で認定システムが変わって、審査が短時間でされるというふうにお聞きしています。

ということから、調査報告、あるいはお医者さんの意見書などがなかなか反映しづらい。介護者が

いるのか、いないのかという家族の状況などもなかなか考慮されづらい。コンピューターの機械的

な判定が優先されてしまうということで、なるべく予防給付に振り分ける傾向があるというふうにケ

アマネジャーさんからお聞きしています。その辺の認定の問題ですね。調査報告や医師の意見書、

家族の状況など、現状に合った認定審査をするような徹底、やはりこれも行政の責任だと思います

ので、その辺についてももう１度お聞かせください。 

 それから、市独自の施策についてですが、いずれのいろんな努力をしても、やはり対象から外れ

ますという結果になってしまうこともあり得るわけですが、電動じゃなくても、せめて手すりさえあれ

ば何とか自分で起き上がれるという方々には、ほかの自治体でも独自に、例えば港区では立ち上

がりのためのさくですね。それから、調整機能式のベッド。この自費のレンタルに対しての助成をす

る、自己負担を月に 500 円に抑える。非課税世帯を対象にしているということですが、非課税世帯

は無料ということなんです。それ以外は自己負担を月 500 円にする。こういう電動という、本当に介

護を必要とする用具ではなしに、最低ここだけあればというところに温かい手を差し伸べる市独自

のことが検討はできないのか、しているのか、その辺についてもう１度お聞かせいただきたいと思



います。 

 それからそれからそれからそれから、、、、公立保育園公立保育園公立保育園公立保育園のののの委託委託委託委託のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。 

まず１点として、既設保育園の民間委託は、それまで行われていた保育に信頼を寄せている保

護者や子供たち、そして保育士に犠牲を強いるという基本的な認識がありますかということをお聞

きしました。今のご答弁も、指定管理者制度になった場合には質を下げない、同等以上のサービス

をすると市の条例で定めているから、質を落とすようなことはないんだというご説明だったかと思い

ます。それから、説明会の中でも、既に２園を委託して、指定管理者制度導入の中でもおおむね満

足されているという説明がされたわけです。そこがやはり問題だということを指摘しているわけなん

ですね。保育は、子供の発達を保護者と連携してはぐくむという非常に専門的な仕事だと。先ほど

横浜市の裁判の例が職員組合から出されたということですが、そこを重視しているわけですよね。

専門的な仕事に一番大事なことは、やはり信頼関係に基づく保育の継続性や安定性だということ

なんです。これが寸断されるということに対する不安、それから話し合いをするため、合意形成をす

るためにいろいろな苦労をして時間をとる。これ自体が既設保育園の関係者には犠牲を強いること

であり、保育の質を低下させることじゃないですかと保護者も言っていました。要するに指定管理に

なってから、どうのこうの言っているのではないんですね。保育の安定性、継続性を寸断するという

こと自体が保育の質を低下させることじゃないんですか、不安を私たちだけに求めることじゃないん

ですかということです。 

 また、新たな子育て支援の充実のため、これをまくら言葉に順番に説明をしていく。だから、既設

保育園の委託は質の低下にはならないんだよということではなしに、行革のため、新たな子育て支

援のために、今の既設保育園の子供や保育士や保護者など、皆さんには本当に申しわけないけ

れども、痛みを求めますと、なぜ正直にそういうふうに言わないんですかということを言っているん

ですよ。新しく変わるところがサービス低下するか、しないかということを問題にしているんじゃなく

て、なぜ今の保護者、子供たち、職員に対して痛みを求めるということを真摯に言わないんですか

ということを言っているわけです。信頼関係を築いていく、話し合いを進めていくというのであれば、

それがまず信頼関係の第一歩ではないかということなんですよ。基本的な認識をお聞きしたのは、

そこのところなんですね。ですから、もう１度視点を変えてご答弁をいただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、委託における財政的な効果について、２園を民営化したことによる財政的な効果が既

に年間 6,000 万円だと。今後、さらに３園を委託することで１億円、５園の委託で合わせて年間１億

6,000 万という財政的な効果があるよということで、要するに、新たな子育て支援の充実のためにこ

れが役に立つんだから、サービスの低下にはならないでしょうという行革の説明が説明会の中でも

あったわけなんですが、やはり民間の保育園は常に厳しくチェックを受けて、公立と同等以上のサ

ービスを実施しなければならないわけですね。これだけ経費を安くして運営をしながら、結局、若い

保育士さんなどの人件費を延々と抑制をし続けなければ、民間といえども、経営は続かないという

ことははっきりしているんじゃないでしょうか。ベテランの保育士を入れて質のいい保育を継続的に

実施しようとする法人ほど、手を挙げづらくなってくるのではないかな、民間も気の毒だなというふう

に、私は率直に思います。これは質問ではありません。要するに経済的な経費を節減する陰で人

件費を抑制し続けなければならない民間の実態について、私の率直な思いです。 

 お聞きするのは、これだけ経費を捻出するためならば、ほかに財源対策があるじゃないですかと

いうことを保護者も言っているんですよ。市川市は、ほかに何も経費を捻出するところがないんで



すかと。例えば保育の分野だけで見れば、若い保育士を採用して保育の継続に努力することがな

ぜできないんですか。民間でできるということであれば、公立でも若い保育士さんを採用すればで

きるんじゃないですかという疑問もありました。こういう疑問に対しても、職員削減の計画があるか

らできないんですという説明を率直にされておりました。これは、やはり保育の継続云々を検討す

る余地はない。継続するか否かの問題ではなしに、財源をほかから捻出できるかどうかという検討

の問題の前に、まず職員の削減計画があるという説明なんですね。これでは、一生懸命話し合っ

ていこう、市川市の保育を本当にいいものにし、そして市川市のむだがほかにあるかどうか、きち

んと検討していただきたいという真摯な、市川市の姿勢、あるいは保育行政に対して考えている保

護者に対する説明ではないのでないかなというふうに思うんです。職員削減計画ありき、行革あり

きということではないかなと思うんですよ。やはりその辺については問題があるのではないかなと

思うんですが、いかがでしょうか。 

 それから、委託の決定に対する保護者、あるいは職員との合意形成の問題なんですが、保護者

に対しても、私も同席させていただいて、これからも話し合いをしていきます。必要であれば、いろ

んな説明もパワーポイントでしますというふうに一生懸命説明されておりましたけれども、一方的に

は進めませんというふうにおっしゃるんですが、委託をすること自体は決定ですというわけですね。

だから、保護者はかちんとくるわけですよ。組合との協議においても、合意は前提にしてないよとい

うことをおっしゃったというふうに伺っています。結局、いろいろ努力はするけれども、方針は委託あ

りきだということについては、はっきりと保護者に対しても職員に対しても言っている。委託ありき、

職員削減ありきがはっきりとしているということでは、やはり合意形成、意思の疎通に非常に大きな

障害になってくるのかなというふうに思うわけですが、その辺についてももう１度お聞かせください。 

 それから、先ほど職員組合の方から横浜市の例が出されたという話がありました。大阪府の大東

市、あるいは中野区、横浜市もですが、全国的にこういう委託化が進む中で、一方的な方針ありき

のやり方に対して原告――保護者や職員から裁判が起こされて勝訴しているわけですね。行政側

が負けているわけです。さらに控訴しているようですけれども、この３つの裁判の判決の内容は、ま

とめて言いますと、結局、委託は子供の発達をはぐくむ保育という仕事に大きな影響があり、不利

益を与える可能性があるために十分な説明と十分な期間を必要とする。一方的な決定をしてはい

けないんだというのが大筋の内容です。市川市は十分説明をしていると思っていらっしゃると思う

んですが、結局、丁寧な説明をしているようですが、新たな保育ニーズのためだ。そして、行革、職

員削減ありきだ、財政的な効果ありきだというところに行き着くというところでは、委託をするという

ことの話し合いの中で、いろいろと努力の経過は結果としては出せるかもしれないけれども、今の

保護者の現状に対する合意形成ということでは非常に難しい姿勢があるのではないかな。こうした

裁判の経過なども教訓にするべきだと思うんですが、その辺についてもお聞かせいただきたいと思

います。 

    それからそれからそれからそれから、、、、富美浜地域富美浜地域富美浜地域富美浜地域ふれあいふれあいふれあいふれあい館館館館ですがですがですがですが、、、、    

順次改修を進めていただいていることは十分理解しておりますし、非常に期待をされているから

こそ、利用が伸びているんだと思うんですね。富美浜の和室も畳を全部きれいにしていただいたし、

いろいろと改善していただいたのはよくわかります。問題なのは多目的ホール。これが前の、今ま

で使われていたままのじゅうたんを敷き詰めたままになっていて窓を閉めっぱなしにしているし、あ

るいはカーテンもそうなんですが、そういう状態だと非常にカビ臭いわけです。管理人さんが非常に

苦労されて、朝行くなり、窓を全開にして努力しているのを、私は近くですから、よく見ていますので



わかりますが、やはりそういう状況ではなしに、多目的でいろんな使い勝手がありますから、下は

板敷きにして、必要に応じてカーペット、ござを用意しておけば、そういう使い勝手もできるしという

ことで、衛生的にも、使い勝手の面でも、やはり板張りの方がいいと思うんですね。今まで何十年も

使っていたという経過を継続するのはよくないと思いますので、具体的にその辺についてお聞かせ

ください。 

 

 

福祉部長。 

判定の徹底と現状をどう把握しているかということに関しましてのご質問でございます。今回の制

度改正の趣旨は、介護保険制度そのものの継続性であるとか、目的に沿った運用が図られること、

こういった必要性から出てきた改正だというふうに考えております。その中で私ども保険者としまし

て、要介護度が正確、かつ自立に結びつく形で適切にサービスが提供できるような判定を行うこと、

これが一番大事ではないか。そのためには一番最初の調査員による調査ですとか判定審査会、ま

たケアマネが制度上の仕組みを十分に理解すること、これがまず重要なことというふうに考えてお

ります。 

 その上でご質問の、何点かございましたけれども、審査会の状況はコンピューターが優先してい

るのではないかというようなご指摘でございます。例えば歩くという項目を挙げていらっしゃいまし

たけれども、これは調査の段階で５ｍほど歩くということが基準になります。それがつかまって歩く

のか、つかまらないで歩けるのか。実際に調査員が歩いてもらって、その状態を見て判断するとか

いうようなことをしておりますし、認定調査員に関しては年１回、必ず研修も行われているところでご

ざいます。 

 また、２点目のコンピューターの振り分けの話ですけれども、これも先ほど言いました、まず調査

員の調査が一番大事だと思っています。その上で医師の特記事項、意見書等、こういったものを十

分に反映した審査結果を出して、一律的ではないというふうに考えております。 

 また、最後に市独自の制度ということでございますけれども、私どもも今回の改正で影響が出ると

いうことがわかっておりましたので、さまざま利用できなくなった方へのフォローとして、負担を大き

くかけずにどういうことができるかを調査し、また、事業者に依頼して一定の結論を出したところで

ございます。特にベッドの手すり等に関しましては、一部、自立のための補助用具というのもござい

ます。こういった給付対象になっているものもございます。そういったことで、介護給付の中で対応

できるものを市とケアマネで十分配慮し、フォローしていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

 

 

こども部長。 

保育行政に関する何点かのご質問にお答えします。 

 まず、保護者説明会の中で、保護者の皆様方に大変な犠牲を強いている、そのことに対する済

まないとの認識はないのかということでございます。現実問題としまして、保育の途中で保育士を

総取りかえしちゃうということに対する不安、これがあって当たり前だろうと思います。そういうことで、

毎月１回、不安を抱えながら市役所の職員の説明を聞くというご足労に対しては本当に敬意を表し

たいというふうに考えております。ただ、総取りかえ、イコール、サービスの低下にはならないという



ふうに私どもは申しておるわけでございまして、総入れかえしちゃうからサービスが低下しちゃうん

だ、子供に悪影響が出るんだというようなご指摘があるわけですが、私どもは、リスクが全くないわ

けではないけれども、そういうリスクがないように、さまざまな仕組みなり手だてを講じてまいります

というご説明を申し上げているわけでございます。そういうことで、ぜひ私どものお話も聞いていた

だければありがたいなというふうに思います。 

 それから、保護者の方については、確かにご指摘のとおり、公立保育園だから同保育園を選ん

だんだ、変えるのはけしからんと。ですから、何が何でもだめなんだ、反対だというご意見もかなり

ございます。ただ一方で、そうではなくて、例えば条件をきちんとしてくれればいいので、そういう条

件をいろいろ教えてくださいというようなご意見ですとか、それから、各保育園にはアンケートボック

スを常設しておりますので、そういった中身を見てみますと、例えば子供はどんな環境でも柔軟性

を持っているので心配ないと。逆にどんな環境でも生きていくことを学んでほしいといったご意見で

すとか、子供は適応力を持っているから、親も世の中も変化に対応する適応力を持つべき。民間

委託し、我が子が伸び伸び成長できる環境が整えばいいと思いますという前向きなご意見もござ

います。さまざまなご意見がありますけれども、ご質問者が申し上げたとおり、これはけしからん、

私どもは犠牲者だという意見が今は確かに強いのでございますので、そういったところについて、

こちらの方としても粘り強く、またご説明会にご足労いただくようになってしまいますが、意を尽くし

てまいりたいというふうに考えます。 

 それから、人員削減ありきじゃないかということでございますけれども、私どもは目先の、例えば

赤字減らしとか、それから職員数を何名減らすとか、そういうことのために今回の委託を立ち上げ

ているわけではないんです。説明会でも申していると思いますけれども、基本的には公立保育園

が民間保育園よりもコスト的にかなり割高だ。財政的に見れば、それは事実なわけでございますけ

れども、それをすべてネガティブにとらえるわけではなくて、例えば平均年齢が高いということをもっ

とプラスにとらえて、平均年齢が高い、逆に言いかえればベテランの保育士が多いということで、未

就学児の８割は在家庭のお子さんたちですから、そちらの方にもきちんとした子育て対策を講じる

ようにシフトしていったらどうかと。プラスに考えて、こういう計画を組んでおりますので、そういった

点をご理解していただきたいと思います。 

 それから、犠牲とか被害者とかというご意見が大変多いので、それもわからないわけではないん

ですが、ただ、結果を見ていただければ、例えばサービスが向上した面というのもかなりあるわけ

ですね。これもまた、アンケート結果になってしまいますけれども、やっぱり民営化してよかったと。

いろんなサービス向上ができたし、行事一つとっても、お泊まり保育ができるようになったとかとい

う、そういった声もあるわけで、委託化することによってサービスの向上もあるということをぜひご理

解いただきたいなと思います。 

 それから、決定なのか、合意形成はどうなのかということでございますけれども、裁判例のお話が

ありましたが、確かに委託そのものが保育が悪化するとは言えないけれども、そういうおそれがあ

るよと。だから、しっかりした合意形成をとって合理的な説明は必要ですよと。これが裁判例だと思

いますので、私どもは合理的な説明を何とかしようということで努力しているわけでございます。 

 以上です。 

市民生活部長。 

富美浜地域ふれあい館の施設の改善について、多目的ホールにおけるカーペット敷きをフローリ

ング敷きに変えることについてでありますけれども、改修前の利用者の声の中には、カーペット敷



きをフローリング敷きに取りかえることについては、フローリング敷きは床が冷たく滑りやすいという

ような意見もありました。先ほども申し上げましたが、利用者に安全で清潔な施設を使用してもらう

ということが基本であるというふうに考えております。そういう意味から施設面での充実は重要であ

ると考えておりますので、利用者の要望を踏まえまして検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

 

谷藤利子議員。 

介護の問題につきましては、10 月から変わるということですので、ぜひ現状をしっかり把握していた

だいて、サービスの後退にならないように、自立の妨げにならないように、行政としての責任をきち

んと果たしていただきたいというふうに要望しておきます。 

 それから、保育の問題ですが、子供や保護者、また職員が納得できないことというのは、委託し

た後、云々かんぬんという前に、継続性を寸断すること自体が質の向上とは言えないでしょうという

ことと、省くべきもの、財政的な効果ということはほかにもあるじゃないかと。それから、決定は一方

的にしないと言いながら、結局、方針ありきじゃないかと。この３点に絞られるんじゃないかなと思う

んですね。裁判の問題も、一方的な合意形成が不十分なままにやっているということと、それから

子供の保育、子供の発達をはぐくむ、この仕事は非常に継続性がある特殊な専門的な仕事である

と。だから、職員の立場からしても、それから子供の立場からしても、これは安易な一方的な、委託

という方針ありきということはいけないんだよというのが趣旨なんですよ。だから、そういうものはき

ちんと必要な教訓を引き出していただきたいということなんです。 

 最後に一言、保育の問題だけ、もう１度お聞かせいただきたい。 

 

 

 

市長。 

２園の民営化ということでご理解いただけると思うんですけれども、このことで大きな問題が起こっ

ていないということと、２年かけて保護者の皆さんともよく話し合ってきているということ、また、１年

かけて職員の交代を始めているということ。いろんな条件の中で、それを行ってきました。今、私た

ちは、保育園の運営というのは、10 園近く新しく保育園をつくっておりますけれども、ほとんどが公

設民営という形で、その中でも問題性を持っていない。また、保育園の運営そのものが、時代が変

わる中で、民間と公立とが競争すべき内容があるのかという大きな問題がその中にあります。ただ

単なる財政改革の位置づけではなくて、やはりこれからの公立における公の行うべき保育というも

の――休日保育にしても、延長保育にしても、公では賄い切れない部分であるとか、これからの虐

待に対する問題であるとか、母親教育であるとか、あるいは、すこやか応援隊が非常に好評を得

ている内容の部分。これは行徳、本庁、両方合わせてやるようになりましたけれども、こういうところ

に公の持つべき保育としての意義があるんだというようなこと、公としてやるべきことを充実させて

いこうということが今の保育の方向性にあることをご理解いただきたいと思います。 

 

 


